
すずみ幼稚園重要事項説明書 

 

１．施設の目的及び運営の方針 

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 学校法人田口学園 

事業者の所在地 船橋市大穴南３－８－１２ 

事業者の連絡先 ０４７－４６４－７１２１ 

代表者氏名 理事長  田口 賢 

 

（２）施設の概要 

種別 幼稚園 

名称 すずみ幼稚園 

所在地 千葉県船橋市大穴南３丁目８－１２ 

連絡先 
TEL ０４７－４６４－７１２１ 

FAX ０４７－４６４－７１０８ 

施設長氏名 田口 時久 

開設年月日 昭和５０年２月２８日 

利用定員 （１号） 
３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

１５ 人 １５ 人 １５ 人 ４５ 人 

当園の基本理念・方針 

「質実剛健の気風を養う」を基本方針として、「豊かな人間性」「強靭な身

体」「強固な意志」を保育目標に掲げ、日々の保育を行っています。 

日に日に変容し成長していく過程において、保育者が子どもの特徴をしっか

りつかみ、どう援助、支援していくかはとても大切な事であり、それは幼稚

園に課せられた責務と考えて保育しています。 

 

（３）施設の概要 

敷地 
敷地全体 ２，１７２．６４ ㎡ 

園庭 ５８９．７３ ㎡ 

園舎 
構造 （RC 造 ２階建て） 

延べ １，１６４ ㎡ 

 

（４）主な設備の概要  

設備 部屋数 備考 

保育室 ３ 室 
ひよこ組：３歳児クラス、ひまわり組：４歳児クラス、さく

ら組：５歳児クラス 

遊戯室、ホール １ 室  

図書室 １ 室  

資料室 １ 室  

職員室 １ 室  



（５）職員体制（令和７年４月１日 現在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １ 人 １ 人  人  

副園長又は主幹教諭 １ 人 １ 人  人  

教諭 ４ 人 ４ 人  人  

講師 ２ 人  人 ２ 人  

事務職員 １ 人 １ 人 人  

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日 

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

保育時間 教育標準時間 午前１０時００分～午後２時００分（４時間） 

預かり保育 

朝：午前８時～午前９時 

夕：午後２時３０分～午後５時 

土曜：午前８時～午後１時（第１・第３土曜日のみ） 

休業日 

日曜日・土曜日・祝日 

夏季（７月２１日～８月３１日） 

冬季（１２月２１日～１月７日） 

学年末・学年年始（３月２１日～４月１０日） 

開園記念日（５月８日） 

 

（７）利用料 

上乗せ徴収 

入園料 入園時 1 回 60,000 円 

施設維持費 入園時 1 回 

年少 30,000 円 

年中 20,000 円 

年長 10,000 円 

水泳指導料 1 回あたり 875 円 

実費徴収 

給食費 1 食あたり 

450 円 

（副食費免除対象者：205

円） 

バス代 1 月あたり 3,000 円 

鞄・体操服等  約 22,000 円 

教材費 1 月あたり 4,000 円 

行事代  
その都度お知らせいたしま

す。 

預かり保育代 預かり保育の際の費用 

8:00～9:00 200円 

14:30～17:00 400円 

16:00以降 30分毎 

17:00まで 100円 



16:00以降別途おやつ代 100

円 

 

 

（８）支払方法 

口座振替（毎月 10 日） 教材費 

現金払い（集金袋）  バス代、給食費、行事代、預かり保育代 

 

 

 

（９）提供する特定教育・保育の内容 

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領に基づき、利用子どもの心身

の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。 

月・水・金はお弁当持参、火・木は給食（外部搬入）給食に関してアレルギー除去食をご用意しま

す。除去できる材料に関してはご連絡ください。 

 

（１０）年間行事予定 

月 行事内容 

４月 （入園式、懇談会、身体測定） 

５月 （内科健診、歯科検診、保育参観、遠足） 

６月 （じゃがいも掘り） 

７月 （七夕の集い、年長お泊り保育） 

８月 （夏季保育、夏祭り） 

９月 （身体測定） 

１０月 （運動会、遠足、移動動物園） 

１１月 （自由参観、年長プラネタリウム） 

１２月 （発表会、もちつき、クリスマス会） 

１月 （交通安全教室、身体測定） 

２月 （節分） 

３月 （ひな祭り、遠足、お別れ会、卒園式） 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】 

利用者の内定 施設の管理者が定めた選考方法による 

利用決定 利用契約書の締結による 

退園理由 

 １号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

 保護者から退園の申出があったとき 

 利用継続が不可能であると市が認めたとき 

 その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 



利用に当たっての 

留意事項 

・登園は９時１５分までにお願いします。 

・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は９時１５分までに電

話でご連絡ください。 

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。緊急の場合で、お迎

えが遅れる場合には電話でご連絡ください。 

・体調が優れない場合は登園を控えてください。また、登園後に体調に変化

があった場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。 

 

 

 

（１２）嘱託医 

医療機関の名称 滝不動病院 

医院長名 松本 邦夫 

所在地 船橋市南三咲４－１３－１ 

電話番号 ０４７－４４８－６８８１ 

 

（１３）嘱託歯科医 

医療機関の名称 もりなが歯科医院 

医院長名 森永 修二 

所在地 船橋市高根台１－１７－２ 

電話番号 ０４７－４６２－８８１２ 

 

（１４）緊急時における対応方法 

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子どもの保

護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

【管轄する消防署】 

消防署名 三咲分署 

所在地 船橋市三咲３－６－１４ 

電話番号 ０４７－４４７－５４３２ 

【管轄する警察署】 

警察署名 船橋東警察署 

所在地 船橋市習志野台７－９－２０ 

電話番号 ０４７－４６７－０１１０ 

 

（１５）非常災害対策 

防火管理者 田口 時久 

消防計画届出年月日 令和 5 年 3 月 8 日 

避難訓練 避難、誘導訓練を年３～４回実施します。 

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器を備えています。 



避難場所 大穴中学校 

緊急時の連絡手段 電話、ホームページ 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者 根岸 晴代 主任 

相談・苦情解決責任者 田口 時久 園長 

【要望・苦情等への対応方法】 

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。 

要望・苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求めがあった

場合には、必要な改善を行い、市に報告をします。 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 加入園賠償責任保険 

保険の内容 
施設・設備・用具等の所有・使用・管理の不備、または業務活動中のミスに

より発生した偶然な事故による身体障害・財物損壊事故 

保険金額 
身体障害／１名につき５億円まで／１事故につき１０億円まで 

財物損壊／１事故につき１，０００万円まで 

 

（１８）個人情報の取り扱い 

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令に

よる場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 


